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第１章 教職課程の現状及び特色 

 

Ⅰ 現況 

  

(1) 大学名: 大阪成蹊短期大学 

学科名: 幼児教育学科   

栄養学科    

   所在地: 大阪府大阪市東淀川区相川 3丁目 10 番 62号  

 

(2) 学生数及び教員数（令和 7年 5月 1日現在） 

学生数： 教職課程履修者 

幼児教育学科   206名/学科全体  211名 

         栄養学科      7名/学科全体   33名 

専任教員数： 教職課程科目（教職・教科とも） 

         幼児教育学科    11名/学科全体  19名 

         栄養学科      2名/学科全体   6名 

 

Ⅱ 特色 

 

  学校法人大阪成蹊学園は、昭和８年４月大阪府下吹田観音寺において、「女子にも教育を」との時代

の要請に応え、「桃李不言下自成蹊」を建学の精神として、「高等成蹊女学校」を創設したことに始まる。

その後、昭和 26 年には、より一層高度な女子教育の実践という地域の要請に応えるべく「大阪成蹊女

子短期大学」を設立し、女子教育に多大な貢献をしてきた。平成 15 年４月には大阪成蹊女子短期大学

を男女共学とし「大阪成蹊短期大学」と名称変更し、幅広い人材の育成に努めてきた。 

大阪成蹊短期大学は大阪成蹊学園の建学の精神に基づき、徳があり人に慕われ、信頼される人の育成

を教育の基本目標としている。また、建学の精神を実践するにあたり、行動指針として「忠恕」（孔子『論

語』より）の心を掲げ、誠をつくし、人の立場に立って、考え行動することとしている。このような教

育の基本目標と行動指針の下、各学科それぞれに専門的な学びを展開し、専門性の高い職業で活躍でき

る「人間力」を備えた人材を育成することを教育目標としている。これらの教育理念を背景に、幼児教

育学科は幼稚園教諭二種免許状を、栄養学科は栄養教諭二種免許状を取得できる教職課程を設置してい

る。栄養学科においては令和６年度入学生から栄養教諭二種免許状取得課程を取り下げ、今年度は２回

生を対象とした教員養成を行っている。幼児教育学科は保育士資格を併修するカリキュラムを設定して

おり、教育・保育・福祉の現場における専門職として求められる専門知識・技能・実践力や専門職理念

を修得し、また学修した専門知識・技能を活用しながら、自己の関心領域を総合的・実践的・協働的に

追求し得る教員養成を行っている。栄養学科は、栄養士免許を併修するカリキュラムを設定しており、

人の栄養を支える専門職業人に求められる確かな専門性を身につけ、修得した知識と技能をその実践を

とおして確かなものにでき、社会で活躍できる教員養成を行っている。このように本学では多様化する

現代社会において活躍できる「人間力」ある教員養成を目指して、教員養成課程を展開している。 
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第２章 基準項目ごとの自己点検・評価 

 

Ⅰ 教育理念・学修目標（基準項目①） 

 

１ 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定状況 

 

 (1) 状況説明 

本学では建学の精神と行動指針に基づき、教職課程において「教員の養成の目標及び当該目標を達

成するための計画」を以下のとおり策定している。 

 

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画 

本学は人間の徳を涵養する成蹊の名を体し、幅広く、深い教養と総合的な判断力を養い、豊かな人

間性を育てるとともに、専門的な学芸教授と実際的な専門職業教育に重きを置く大学教育を施し、優

秀な社会人を育成するという目的のもとに、教員養成においては、未来を担う子どもの豊かな成長を

支援する教育の在り方を実践的に追求できる資質を持ち、社会で活躍できる教員の養成を目標とする。 

 

これらの目標を達成するために、以下の事項に重点を置き、教員養成に取り組む。 

〇未来を担う子どもたちの「生きる力」を育むことができる幅広い教養と豊かな人間性を備えた教員

を養成する。 

〇教育の専門職としての職務を遂行することのできる確かな専門知識・技能、実践力並びに専門職倫

理をもつ教員を養成する。 

〇新時代に適した専門性を身につけ、的確な判断力と自らの使命と責任のもと、主体的に行動できる

教員を養成する。 

  

  教員養成の目標を達成するための計画については、教職課程を有する学科における教育課程、設置

している教職課程の学校種・教科、教職課程を構成する科目の特長、教職課程に係る学科独自の取り

組み等、法令等を踏まえながら、教育職員免許状取得に関する規程の制定、改定などを通して総合的

に勘案して策定している。 

 

(2) 長所・特色 

本学では建学の精神及び行動指針に基づき、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラ

ム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）の３

つのポリシーを次の通り定めている。「確かな専門性」「社会で実践する力」「協働できる素養」「忠恕

の心」の獲得をディプロ・マポリシー（学位授与の方針）として定め、教育目的に掲げる「人間力」

を備えた人材を育成するために「教育課程の編成」「教育方法の特色」「学修成果と評価」をカリキュ

ラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）として定め、教育課程を編成、実施している。また、建

学の精神に基づき、「関心・意欲」「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度」を、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）として定めている。この

全学的な３つのポリシーを踏まえ、学科ごとにその特性に応じた教育目標と３つのポリシーを定めて

いる。 
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教員養成を主たる目的としている幼児教育学科では、学科として定めた３つのポリシーに基づいて、

教職課程を編成している。学科の３つのポリシーと教育課程を図式化したカリキュラムマップを作成

し、新入生を対象にしたガイダンス時に配布し周知している。栄養学科においても建学の精神と行動

指針、及び学科として定めた３つのポリシーに基づいて、教職課程を設置している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・「教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画」(情報公開、教職課程に関する情報）

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_1.pdf 

・教育目的と３つのポリシー(2025年度履修の手引き、pp.13-15、pp.20-23) 

・カリキュラムマップ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/ 

・教育課程表（2024年度履修の手引き（栄養学科）p.81、p.87）2025年度履修の手引き、(幼児教

育学科)p.73、80） 

・大阪成蹊短期大学 教員免許状取得に関する規程（2024年度履修の手引き（栄養学科）p.46、p.48 

2025年度履修の手引き（幼児教育学科）pp.41-42） 

 

 

２ 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定プロセス 

 

(1) 状況説明 

第２章－Ⅰ－１－(１)で述べたとおり、本学では教員の養成の目標及び当該目標を達成するための

計画の策定を行っており、目指す教師像を明確にしている。教員養成の目標及び当該目標を達成する

ための計画を策定するに際しては、教育保育実習支援センターなどの部署において関係団体と連携を

図る中で現場の意見を聴取し、教職課程を有する学科ごとに検討している。それらを踏まえ教職課程

審議会で検討、意思決定を行っている。 

 

 (2) 長所・特色 

本学は、教育内容の充実、学生の教育支援を目的に教育保育実習支援センターを設置している。教

育保育実習支援センターにおいては、学外実習のサポートのみならず、本学主催の教職、保育職を希

望する学生対象の就職説明会、関係団体に対する招聘行事（大阪成蹊学園コンサート及び情報交換会）

を開催する等、関連団体との意見交換を行う機会を設けている。それらの意見を考慮し、教員の養成

の目標及び当該目標を達成するための計画を策定している。 

 

 (3) 根拠となる資料・データ等 

・センター(教育・研究を支える支援体制) 

 https://tandai.osaka-seikei.jp/education/center/ 

・2025年度合同就職説明会実施要項 

・招聘行事案内状 

 

 

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_1.pdf
https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/
https://tandai.osaka-seikei.jp/education/center/
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３ 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の見直しの状況 

 

(1) 状況説明 

全学的に定めた教員の養成の目標（理念）及び当該目標を達成するための計画については、毎年点

検・見直しをしている。見直しにあたっては、各学生が記入する教職履修カルテや教育実習記録など

のポートフォリオから学修の成果を把握するとともに、社会情勢の変化や教育改革の状況、中央教育

審議会による教職課程に関する答申などに留意している。令和５年度から見直しに向け、審議会で具

体的な検討を行い、令和６年度に全学的に定めた教員の養成の目標（理念）及び当該目標を達成する

ための計画を改定した。改定の目的は前述の通り社会情勢の変化や教育改革の状況を踏まえ、現行の

教員養成に即した目標及び達成するための計画への変更を行うことである。また、学則に規定する本

学の目的を明記の上、教員養成の目的を明記した。改定した内容を、令和７年度にホームページ上に

て情報公開した。 

 

(2) 長所・特色 

本学では、大学全体及び各学科において明確な教育目的を示し、教育課程を編成している。また、

教育課程をカリキュラムマップで表すことで、学修成果の獲得過程を分かり易く示している。一方、

平成 30年度より、学修成果の獲得目標の明示や公正で客観的な 成績評価の実現をめざして、ルーブ

リックの活用を推進している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教職履修カルテ 

・教育実習記録、栄養教育実習記録 

・教育実習報告書（幼児教育学科）  

・カリキュラムマップ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/ 

 

 

４ 取り組み上の課題 

 

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定に関しては、全学的な教職課程の目

的・目標を、３つのポリシーを踏まえて設定し、学生に周知している。しかしながら、周知の方法が

履修ガイド等の配布物及びホームページ上であるため、学生の認知が十分になされていない可能性が

ある。今後は入学時のガイダンスや初年次教育での指導がより重要と考え、教員については、関連学

科全体に対する、教職課程における目的・目標の共有及び具現化が更に必要である。 

 

  

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/
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Ⅱ 授業科目・教育課程の編成実施（基準項目②） 

 

１ 複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設など全学的な教育課程の編成状況 

 

(1) 状況説明 

本学では２学科において教職課程を開設し、各学科個別に授業科目を設置している。 

 

(2) 長所・特色 

学科ごとにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）と修学年次をふまえた階層的なカリキュラム

マップを作成している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・幼児教育学科３つのポリシー 

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/infant/policy/ 

・栄養学科３つのポリシー 

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/nutrition/policy/ 

・カリキュラムマップ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/ 

・大阪成蹊短期大学 教員免許状取得に関する規程（2024年度履修の手引き(栄養学科)、p.46, 

48  2025年度履修の手引き(幼児教育学科)、pp.41-42） 

 

 

２ 教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の整備状況 

 

(1) 状況説明 

本学では教職課程編成・実施の方針に則して、必要となる講義室、実習室、体育施設、情報処理教

室といった情報関連設備等、教職課程の授業科目において必要な施設・設備を整備している。また、

図書館において、教職課程に関する蔵書を整備している。 

教職課程を有する学科の特性に応じて整備する実習室・演習室は以下のとおりである。 

幼児教育学科：幼稚園教諭二種免許状と保育士取得のために必要とされている以下の施設・設備

を整備し、教職課程の授業時に使用している。 

保育実習室、図工教室、音楽教室、ピアノ個人練習室、ピアノレッスン室、看護実

習室 

栄養学科  ：栄養教諭二種免許状の基礎資格である栄養士免許取得のために必要とされている

以下の施設・設備を整備し、教職課程の授業時にも使用している。 

栄養実習室、給食管理実習室、栄養演習室、喫食室、栄養実験室、栄養調理実習室 

 

(2) 長所・特色 

ICT 環境として、情報処理教室にパソコンの設置とインターネット環境を整備している。令和３年

度からは、全館 Wi-Fiを導入し、情報処理教室以外の教室でもオンライン授業を受講可能とした環境

https://tandai.osaka-seikei.jp/department/infant/policy/
https://tandai.osaka-seikei.jp/department/nutrition/policy/
https://tandai.osaka-seikei.jp/department/curriculum/
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に整備している。ラーニングコモンズでは、希望者にノートパソコンの貸与を行い、学生の ICT学修

環境を整えている。 

幼児教育学科の特別教室であるピアノ個人練習室・レッスン室においては 105台のピアノを設置し、

音楽教育の充実を図っている。個人練習を希望する学生への支援体制として十分に整備している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・キャンパス配置図(Academic Handbook 2025、7-56) 

・教職課程の授業科目において使用する施設・設備 

・図書館概要 

https://tandai.osaka-seikei.jp/education/library/guide/ 

 

 

３ 教育課程の体系性 

 

(1) 状況説明 

本学では教養教育を行う共通科目と専門教育を行う学科専門科目とで教育課程を編成しており、法

令に準じた授業科目を開設している。 

また、学科の教育課程全体と教職課程の授業科目の内容を往還させるべく専門科目を充実させてい

る。 

 

(2) 長所・特色 

教職課程での学びを含めた学修の集大成として卒業研究を行い、論文や制作、発表、作品展等によ

りその成果を発表している。 

幼児教育学科では、少人数のゼミ形態授業である「専門演習」において、全学生が論文、制作、発

表いずれかの卒業研究に取り組み、個々の学びを深めている。制作、発表のゼミにおいても研究内容

を論文やレポートの形態でとりまとめ、学びの質的向上を図っている。成果物を、論文のゼミでは全

体で、制作、発表のゼミではゼミごとに 1枚の DVD にまとめて可視化できるようにしている。 

栄養学科では、令和６年度までは「臨床栄養学実習」と「栄養教育論実習Ⅱ」の授業において、毎

年テーマを決めて２年間の学びの集大成となる卒業作品展を開催し、卒業作品集としてまとめている。

令和６年度は、「臨床栄養学実習」では「肉や魚の代わりもどき料理」をテーマに、各疾患の食事療法

に合わせた料理の展示・解説を行った。また「栄養教育論実習Ⅱ」では、「栄養ランキング・ゲーム♪」

と題してフエルトで栄養教育教材を作成して展示・解説を行った。この取り組みを通して、食育実践

の能力の向上や食育の題材を広げるきっかけになっている。令和７年度からはゼミ形式で卒業研究を

行い、研究内容を論文やレポートとしてまとめて発表することを通して、専門的知見に基づいた論理

性や実践力の向上を図っている。 

また、優れた卒業研究を行った学生に対する表彰制度を卒業論文、卒業制作及び卒業発表の部門別

に設け、全学的な顕彰を行っている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教育課程表（2024年度履修の手引き（栄養学科）p.81、p.87）2025年度履修の手引き、(幼児教

https://tandai.osaka-seikei.jp/education/library/guide/
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育学科)p.73、80） 

・幼児教育学科卒業論文集 

・栄養学科卒業作品展作品集  

・大阪成蹊短期大学学生表彰規程 

・卒業研究実施要項 

    ・2025年度卒業研究優秀論文集 

 

 

４ ICTの活用指導力など、各科目を横断する重要な事項についての教育課程の体系性 

 

(1) 状況説明 

ICTの活用指導力を養うために情報機器関連の科目や指導法に関する科目を設置している。 

情報関連の科目として、幼児教育学科では１回生前期に「情報機器の操作」を開講している。栄養学

科では１回生前期に「情報処理概論」を基幹となる科目として開講し、基礎的な知識・技能の習得を

図っている。 

  また、指導法に関する科目として、幼児教育学科では「保育内容の指導法」「保育方法論」を、栄養

学科では「教育方法論」「学校栄養教育論」を開講し、ICTの活用指導力の育成を図っている。 

 

(2) 長所・特色 

幼児教育学科では、指導法に関する科目である「保育内容の指導法」や「保育方法論」に加え「専

門演習」においても、ICT の活用力育成を目指した授業実践を行っている。 

栄養学科では、１回生では「教育方法論」で ICTの基礎から応用・実践を、２回生では「学校栄養

教育論」で実際の授業の組み立てにおける ICT活用力の育成を目指し、段階的な学びを通して実践力

を養っている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教育課程表教育課程表（2024 年度履修の手引き（栄養学科）p.81、p.87）2025 年度履修の手引

き、(幼児教育学科)p.73、80） 

・2024年度、2025年度シラバス 

 

 

５ いわゆるキャップ制の設定状況 

 

(1) 状況説明 

本学では一学期の履修登録の単位数を原則 25単位と制限単位数を定めている。なお、免許・資格に

関する科目については、制限単位数には含めないこととしている。 

 

(2) 長所・特色 

特記事項なし。 
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(3) 根拠となる資料・データ等 

・大阪成蹊短期大学履修に関する規程 第９条第２項（2025年度履修の手引き、p.30） 

 

 

６ 教育課程の充実・見直しの状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科、栄養学科ともに、実習指導の状況や実習先からの意見聴取、学生の学修状況とニー

ズを踏まえてシラバスの見直しを行っている。また実習の種別と時期に応じた開講科目の検討など、

常に教育課程の充実・見直しを行っている。 

 

(2) 長所・特色 

 幼児教育学科では、実習先へ訪問した際の教員間の情報共有事項や巡回報告書、教育実習報告書な

どの実習現場からの意見を基に、実習担当者で意見を出し合い、教育実習科目にとどまらず他授業と

の連携も考慮しながら、新たな教育課程の検討の提案を行うなど、教育課程の見直しを行っている。 

特に令和４年度からは、教職課程を補完する意味合いを持つ認定絵本士や認定ベビーシッターなど

の専門資格取得講座を新規開設し、教育課程の充実を図った。令和６年度の資格取得者は、認定絵本

士 30名、認定ベビーシッター21名となっている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教育実習成績報告票（幼稚園教育実習、栄養教育実習） 

・教育実習記録、栄養教育実習記録 

・教育実習報告書（幼児教育学科） 

・巡回訪問報告書 

・大阪成蹊短期大学認定絵本士認定証取得に関する規程(2025年度履修の手引き、p.57) 

・大阪成蹊短期大学認定ベビーシッター資格認定証取得に関する規程(2025 年度履修の手引き、

p.67) 

 

 

７ 個々の授業科目の到達目標の設定状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科、栄養学科共に、各授業科目のシラバスの中に、幼稚園教育要領や学習指導要領、教

職課程コアカリキュラムや厚生労働省が示している到達目標等に対応した学習内容を明示している。 

 

(2) 長所・特色 

特記事項なし。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・2025年度シラバス 
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８ シラバスの作成状況 

 

(1) 状況説明 

全学的に「シラバス作成の手引き」を作成している。FD研修においてシラバス作成について各教員

がその内容を理解し、それに基づきシラバス作成を行うこととしている。また、プロジェクトチーム

を立ち上げ、シラバスチェックメンバーを定めて、組織的に各教員のシラバス記載内容を個別にチェ

ックする体制をとっている。 

 

(2) 長所・特色 

本学では「シラバスの一層の充実」プロジェクトチームを組織し、より充実したシラバス作成に向

けての検討と改善に取り組んでいる。FD研修などシラバスの作成や利活用の促進に向けた教員研修の

充実を図り、教員間の理解を深めている。また授業時におけるシラバスの活用を進めている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・OSAKA SEIKEIシラバス作成の手引き 

・大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 2025年度シラバスチェック体制 

・2025年度シラバス 

 

 

９ アクティブラーニングや ICTの活用など新たな手法の導入状況 

 

(1) 状況説明 

本学ではアクティブラーニングを学園全体で積極的に展開している。独自に作成している「active 

learning handbook（アクティブラーニング ハンドブック）」に基づき、教員は授業ごとに「アクティ

ブラーニング型授業の実施計画」を作成している。それによって、学生の能動的な手法による学びを

促進している。また、教員は FD研修会や自主的な勉強会において展開事例や好事例を学び、授業改善

に取り組んでいる。現在では、全ての授業でアクティブラーニングを意識し、とり入れた授業を行っ

ている。 

ICTの活用においても各授業のなかで工夫活用するとともに、教員相互の授業公開等において、ICT

活用の事例を共有し、教職課程における ICT活用力の育成を図っている。 

 

(2) 長所・特色 

本学では、教員同士が学び合い、アクティブラーニング型授業の質を高めるための取り組みを多面

的に進めている。令和７年度には、アクティブラーニング型授業を行う教員が抱える困り感を把握す

るための調査を実施し、その結果を踏まえて、大学・短期大学において体験型の悉皆 FDを行った。教

員が直面する課題に応じた支援を提供することで、授業改善に向けた基盤を整えている。 

また、大学と短期大学が連携し、アクティブラーニングに関する全学 FDや授業見学会、相談会を開

催した。これらの場では、学生の声にも耳を傾けながら、より望ましいアクティブラーニング型授業

の姿を検討し、教員間で共有する機会を設けている。さらに、学内専用ウェブサイト「全学的なアク

ティブラーニングの推進」を充実させ、プロジェクトに関する情報を一元的に管理するとともに、学
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内外の実践事例を紹介するなど、教員が継続的に学べる環境を整備した。加えて、AIを活用した「ア

クティブラーニング相談室」チャットボットを開発し、学内ウェブサイト上で公開することで、教員

が気軽に相談できる仕組みも整えている。加えて、困り感調査の結果を踏まえ、「多様な学生に応じた

よりよいアクティブラーニング型授業」の検討として、大規模授業で学生評価アンケート賞を受賞し

た教員へのインタビューを実施し、その知見をコンテンツ化した。優れた実践を共有することで、授

業改善に活かせるようにしている。このほか、前期・後期それぞれに約３週間の「授業公開強化期間」

を設け、教員同士が互いの授業を見学できる機会を確保することで、日常的に学び合う文化の醸成に

も取り組んでいる。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・OSAKA SEIKEIシラバス作成の手引き（アクティブラーニング型授業の実施計画：15頁） 

https://drive.google.com/drive/folders/1h3gICqKKvMZBHQuYbI8Kdb3GsLiPIoZ2 

・全学的アクティブラーニング推進 https://sites.google.com/g.osaka-seikei.ac.jp/active-

learning/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 

アクティブラーニングハンドブック、ICT を活用したアクティブラーニング、アクティブラーニ

ング勉強会、学生から見た「よりよいアクティブラーニング型授業」について毎年更新している。 

・全学的なアクティブラーニングの推進に関する今年度の改革について 

「2025年度 教学会議「全学的なアクティブラーニングの推進」プロジェクト計画（案）今年度テ

ーマ：教員のニーズに根差した支援」 

・授業公開実施（授業公開強化週間）案内 

 

 

１０ 個々の授業科目の見直しの状況 

 

(1) 状況説明 

学生の授業評価アンケート結果をもとに、授業実施報告書を各教員が作成、授業内容等の改善を行

っている。 

 

(2) 長所・特色 

学生の授業評価アンケートの分析結果について、FD研修を行っている。そこでは、各アンケート項

目に対する学生の回答の傾向や、満足度の高い授業の特徴などについて、教員間で情報共有を図って

いる。また授業評価アンケートの科目別集計結果を受けて、科目ごとで授業実施報告書を作成するこ

ととしており、この授業実施報告書の作成を通じ、授業の工夫や改善点などについて、教員個々で分

析、可視化を行っている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教学改善のための授業評価アンケート報告書（FD研修資料） 

・授業実施報告書 

 

 

https://sites.google.com/g.osaka-seikei.ac.jp/active-learning/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
https://sites.google.com/g.osaka-seikei.ac.jp/active-learning/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
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１１ 教職実践演習及び教育実習等の実施状況 

 

 (1) 状況説明 

①「教職実践演習」 

 本学では「教職実践演習」として、幼児教育学科の「保育・教職実践演習（幼稚園）」と栄養学科 

の「教職実践演習（栄養教諭）」を２回生後期に開講し、２年間の学びの集大成としている。   

各学期末に「教職履修カルテ」による学修の振り返りを行うと同時に、「教職実践演習」授業の中

で「教職履修カルテ」を活用した学びの確認と課題発見を促す指導を行っている。教職に関する科

目の学習状況を確認する「教職履修カルテ」は、教職課程審議会での審議を経て作成、改定してい

る。 

令和６年度には幼児教育学科用の「教職履修カルテ」の大幅な改定を行った。改定の目的は、１．

ポートフォリオ機能の充実、２．学びの振り返りと自己課題の明確化を強化する、３.カルテの確実

な運用、４．「教職実践演習」での「教職履修カルテ」の活用の推進である。 

   具体的には１.ポートフォリオ機能の充実化として、「学びの軌跡」としての学修成果物（実習記

録や「教職実践演習」授業課題等）の添付項目を増加させた。2. 学びの振り返りと自己課題の明確

化を強化するでは、科目の履修状況記載欄を学生が記入しやすいように変更し、学びの振り返りと

自己課題の省察時間の十分な確保をそのねらいとした。３.「教職履修カルテ」の確実な運用では、

学生面談時の資料として活用するなどその運用方法を見直した。４．「教職実践演習」での「教職履

修カルテ」活用の推進では、授業レポートなどをカルテに記載、添付することでポートフォリオ機

能の充実を図り、自己評価の記載などを通して学生の自己課題の発見と解決に向けて意識的に取り

組めるようカルテの活用を推進することとした。 

幼児教育学科では、「教職履修カルテ(幼稚園教諭二種免許)」作成について、学生に、教員免許状

を取得する者は、教職課程で学んだことや身についた力などを学びの軌跡として「教職履修カルテ」

に記載していくことを通して、幼稚園教諭二種免許状取得に向けた自分の学習状況などをきめ細か

く把握すると共に、自分の課題を見出し改善につなげるようよう指導している。また、「保育・教職

実践演習（幼稚園）」の履修にあたっては、学生自身が教員として必要な資質能力を獲得できている

かどうかについて、この教職履修カルテを参考に総合的に振り返り、自己評価を行うようにしてい

る。また、文部科学省で示された「教職実践演習の実施にあたっての留意事項」（平成 20 年 10 月

24 日課程認定委員会決定、一部改正令和５年９月 28 日）の基準に則って、授業内では小人数での

演習を基本とし、20 人前後のクラスに分けて、学生が主体的に受講できるようにしている。また、

教職・教科担当それぞれの教員がリレー形式で授業を担当し、４回ずつ授業を行うことにより、専

門性の高い授業内容が展開可能となり、演習の効果を上げている。 

栄養学科では教職履修状況を把握するために、前期後期の成績発表時に、学生が「教職履修カル

テ(栄養教諭二種免許)」に学修内容や成績評価を記入する機会を設けている。栄養教諭用の教職履

修カルテは、次の５つの内容から構成されている。１．教職課程に関する科目の履修状況として学

びの記録、２．給食管理校外実習 (栄養士) の実施状況、３．教育実習に参加する前の自己評価と

目標設定、４.栄養教育実習の実施状況、５.栄養教諭としての自己の課題と今後の抱負である。「教

職実践演習 (栄養教諭)」 では、「教職履修カルテ」によりそれぞれの学生の状況を把握し、栄養教

諭として必要な資質・能力及び教育実践力が身についているかなど、学生自身が自己評価を行い、

教壇に立つ者としての自己課題を明確にするとともに、それを克服しようとする意欲の育成を目的
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として授業を実施している。 

                        

②「教育実習」 

「教育実習」については、教職課程審議会にて実習参加資格の確認と審議を行っているほか、実

習要項や指導内容を実習先に示し、適切に行っている。実習の依頼先選定にあたっても本学が責任

をもって行っており、「教育実習事前事後指導」の授業の内容については毎年見直し、改善しながら

計画的に指導を行っている。 

幼児教育学科において、実習先に示している主な指導内容の事項は、以下のとおりである。 

〇教職課程に関するガイダンス 

教職課程には実践的科目の｢教育実習｣が含まれること、また、その科目の重要性や意義につい

て説明している。 

〇「教育実習」に関するガイダンス 

実習園への依頼など、実習に向けての必要な手続きについてのガイダンスを行っている。また、

教職課程における教育実習の意義や位置付けなど、教育実習の持つ社会的・人間的責任の重大

性について充分説明した上、教育実習に臨む心構えを喚起し更なる自覚を促している。 

〇教育実習事前事後指導について 

「教育実習事前事後指導」（１講 100分）では、ワークシートの活用やレポート課題により、学

生の自主的で積極的な学びを促している。 

栄養学科においては、２回生の夏休み期間に５日間の栄養教育実習を行っている。「栄養教育実

習事前指導」は１、２回生の前期に 10講義、事後指導は教育実習終了後に４講義行っている。事前

指導では、栄養教育実習の意義や目的、人権教育、栄養教育実習体験発表会への参加、実習校の実

態を踏まえた課題の確認、評価方法や諸注意等について指導し、事後指導では実習内容の反省や今

後の課題の明確化を行っている。また実習先には実習要項を示し、大学における「栄養教育実習事

前事後指導」の内容や、「教育・保育実習参加資格に関する規程」に基づき、教育実習参加資格の条

件を満たした学生が参加していることを伝えている。教育実習中は、担当教員が実習先の学校を訪

問し、挨拶や大学側への要望を伺い、実習生の研究授業を参観して実習先の先生とともに助言、指

導を行っている。 

 

(2) 長所・特色 

  ①「教職実践演習」 

幼児教育学科では、例年、保育現場の課題について学外講師の講演を聴く学科講演会を１回設け

ている。これまでに「ICT と保育」をテーマに、積極的に保育現場に ICT を取り入れている園の園

長先生、担当保育者からの事例や、「３．11 を学びに変える」をテーマに、東日本大震災発生時に

宮城県の中学校で勤務中に被災された講師の方より、普段の日常生活を一変させてしまう震災から、

命の大切さに加えて、命を守るための防災に対する意識を常日頃持つことの大切さについて講演い

ただいた。令和７年度は自身もトゥレット疾患者である外部講師を迎え、トゥレット症を抱える人

が直面する苦悩や前を向いて生きる希望、障害を持つ人々への理解を学んだ。 

栄養学科では、栄養に係る教育に関する科目と、教職に関する科目をそれぞれ専門とする２人の

教員が「教職実践演習（栄養教諭）」を担当し、オムニバス形式の授業を行っている。教職に関する

科目の授業では、教員としての使命感や指導法、児童理解、教材解釈等について取り上げ、教科に
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関する科目の授業では、地域の子どもを対象とした料理教室の企画・立案・実施を行う体験活動等

を取り入れることで、教員かつ栄養士としての資質能力の育成を目指している。「教職実践演習」の

履修時期は２回生の後期であり、これまでの学びを通して自分に不足している力を発見し、克服し

て、栄養教諭免許状取得者に相応しい知識や技術を修得できているかを確認して評価を行っている。

「教職履修カルテ (栄養教諭二種免許)」 では、栄養士免許状取得のための「給食管理校外実習」

の状況や今後の教育実習に向けての自己の課題についても考察して記録し、教育に関する資質と栄

養に関する専門性を繋げて省察できるようにしている。 

 

②「教育実習」 

幼児教育学科では、「教育実習」において、２名の教員で「教育実習事前事後指導」の授業を担当

し、密に連携しながら実習指導を行っている。初めて「教育実習」に参加する際は、保育とは、保

育者の仕事、実習の心構えなどのテーマで学部講師（幼稚園園長等）の講話を聞く機会を設け、教

師や幼児との出会いに期待感がもてるよう、また、実習生として必要な心構えなどの指導を受けて

いる。令和６年度は実習直前の 11月に実施したところ、学生の参加満足度が高かった。 

栄養学科では、５日間と短い教育実習期間ではあるが、実習校には、可能な限り食に関する指導

の研究授業の実施を依頼している。それに向けて、実習生が事前に実習先の学校の教育実習担当の

先生と打ち合わせを行い、指導案や教材作成をしてから実習に臨むように指導している。指導案や

教材作成については、大学の担当教員による指導と実習先の教員からの指導とを受けることができ

るように、事前指導で個別指導の時間を設けて対応している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・「教職履修カルテ」 

・「教職実践演習」及び「教育実習」シラバス 

・大阪成蹊短期大学教育・保育実習参加資格に関する規程（2024年度履修の手引き、p.49） 

・大阪成蹊短期大学教育実習要項、大阪成蹊短期大学栄養教育実習要項 

・大阪成蹊短期大学教育実習要領、大阪成蹊短期大学栄養教育実習要領 

 

 

１２  取り組み上の課題                                                                                                                           

 

本学では、授業科目や教育課程の整備・改善について学園全体の方針及び学科のカリキュラム・ポ

リシー（教育課程編成・実施の方針）に基づき進めてきたが、今後の課題としては、まず ICT活用の

さらなる充実が挙げられる。保育実習室においては、学生の学びを可視化し、保育実践の技術を深め

られる環境整備を進める必要がある。また、個別の科目で ICT活用は行われているものの、基幹科目

との連携や横断的な体系化、 学生の学びや状況に応じた活用方法について、教員間での知見共有を

さらに深めることが求められる。 アクティブラーニングについても、本学の特色として取り組みを

進めてきたが、今後は個々の教員の実践力をさらに高めるとともに、蓄積された知見を教員間で共有

し、授業の質向上に活かすことが重要である。また、シラバスの内容理解を促す工夫や授業での効果

的活用法についても、引き続き検討を深める必要がある。「教職実践演習」及び「教育実習」に関して

は、令和６年度入学生より改定された「教職履修カルテ」の運用状況を丁寧に検証し、改善点を明確
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化することが求められる。さらに、教育実習の期間設定や方法についても、学生の状況に応じて柔軟

に対応し、無理なく実習に臨める環境を整える取り組みを継続することが課題である。これらの課題

に取り組むことで、学生一人ひとりの学びと成長を支える、より良い教育環境の整備を進めていく必

要がある。 
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Ⅲ 学修成果の把握・可視化（基準項目③） 

 

１ 成績評価に関する全学的な基準の策定・公表の状況 

 

(1) 状況説明 

成績評価に関する全学的な基準として、「成績評価ガイドライン」を策定し、全教員に FD 研修で

周知するとともに、必要な改定も行っている。また、「シラバス作成の手引き」に従ってシラバスを作

成し、全ての授業科目に「養うべき力と到達目標」「成績評価の方法・評価の割合」「評価基準」を明

記している。筆記試験のほか、論文・レポート、作品、実技、口述等、各科目の特性に応じた評価方

法を用いて、多角的に学修成果を測り、その獲得状況を評価することとしている。シラバスは本学ホ

ームページで公表している。 

 

(2) 長所・特色 

本学の成績評価ガイドラインの主旨は、指針となるべき成績評価の基準と評価方法等を定めること

により公正で客観的な成績評価を実現し、大学教育の質の向上を図るものである。 

成績評価ガイドラインの目的は、①評価基準を定め、基準に基づいた成績評価を行う、②主観を排

し、成績の著しい偏りを是正する、③到達目標と成績評価の基準、方法を明確に設定し、学生に対し

て努力すべき方向性を明示する、④総括的評価（最終的な評価）とともに、形成的評価（学修の途中

での評価）も重視する、である。成績評価の方針については、①絶対評価を基本理念とする、②成績

評価結果に関して、ガイドラインに合致しない場合に理由書の提出を求めることとし、この理由書の

提出を求める場合の基準として、秀・優の割合、不可の割合、平均点に一定の基準を定める、③学長、

教務委員長は、理由書の適性を確認し、授業担当者と協議する。必要に応じて、公正で客観的な成績

評価となるよう指導する、④成績の評語、点数、グレードポイント（GP）及び評価基準を定める（成

績評価ガイドラインに示す表のとおり）、である。また各担当科目おいて成績評価の際のルーブリッ

クの作成も行われている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・成績評価及び成績評価ガイドライン（Academic Handbook 2024、pp.18-19、pp.22-23、Academic 

Handbook 2025、pp.26-27、pp.30-31） 

・OSAKA SEIKEI シラバス作成の手引き 

・2024、2025年度シラバス 

 

 

２ 成績評価に関する共通理解の構築 

 

(1)状況説明 

担当者によって授業内容や評価方針に相違が出ないようシラバスを統一し、非常勤教員も含めた全

教員がシラバスに示した成績評価基準により評価を行っている。特に同一科目を担当する全教員によ

るシラバス確認や打ち合わせを行い、教員間の意思疎通、共通理解を充分に図っており、評価は全学

的な「成績評価ガイドライン」に則って行っている。令和５年度、令和６年度ともに「非常勤教員連
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絡会」を実施している。令和７年度は新任教員には対面で、過年度からの継続教員にはオンラインで

実施し、連携を密にしている。 

 

(2) 長所・特色 

非常勤教員も含めた全教員間で、成績評価に関する共通理解を充分に図ることができるよう、専任

教員による非常勤教員担当制をとり、連絡、相談しやすい体制に整えている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・2024、2025年度シラバス 

・成績評価及び成績評価ガイドライン（Academic Handbook 2024、pp.18-19、pp.22-23、Academic 

Handbook 2025、pp.26-27、pp.30-31） 

 

 

３ 教員の養成の目標の達成状況（学修成果）を明らかにするための情報の設定及び達成状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科、栄養学科ともに、教員の養成の目標の達成状況を明らかにするために、卒業時にお

ける教育職員免許状の取得状況、及び教職に就いた学生の状況を把握している。 

 

教員免許状の取得状況・教員への就職状況（過去３年間） 

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

幼 
児 
教 
育 
学 
科 

卒業生数 207 182 146 

卒業生数のうち 
就職者数 

190 169 138 

卒業生数のうち 
教員免許状取得者数 

191 172 145 

教員免許状取得者数のうち 
教員への就職者数 

104 96 86 

栄 
養 
学 
科 

卒業生数 77 52 71 

卒業生数のうち 
就職者数 

72 48 67 

卒業生数のうち 
教員免許状取得者数 

9 3 5 

教員免許状取得者数のうち 
教員への就職者数 

0 1 0 

 

(2) 長所・特色 

  特記事項なし。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・卒業者の教員免許状の取得の状況(情報公開、教職課程に関する情報） 

  https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_5.pdf 

・卒業者の教員への就職情報(情報公開、教職課程に関する情報） 

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_6.pdf 

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_5.pdf
https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_6.pdf
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４ 成績評価の状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科、栄養学科ともに、各科目において教職課程コアカリキュラム及び学科ディプロマ・

ポリシー（学位授与の方針）に即した到達目標を設定している。この到達目標に照らし適切に評価す

るため、シラバスには「成績評価の方法・評価の割合」「評価の基準」の項目を設け達成水準を測定す

る方法や配点基準を明確かつ具体的に示している。教育実習の評価については、別途「教育実習成績

評価要項」を設け、幼児教育学科では「教育実習Ⅰ」及び「教育実習Ⅱ」，「教育実習事前事後指導」

の成績評価方法について、栄養学科では「栄養教育実習」「栄養教育実習事前事後指導」の成績評価方

法について定めている。 

    

(2) 長所・特色 

全学的な取り組みとして「シラバスの一層の充実」プロジェクトチームを設置し、組織的なシラバ

スチェック体制を構築している。教職科目に関して、「成績評価の方法・評価の割合」「評価の基準」

が適切に設定・明記されているか確認している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・成績評価及び成績評価ガイドライン（Academic Handbook 2024、pp.18-19、pp.22-23、Academic 

Handbook 2025、pp.26-27、pp.30-31） 

・OSAKA SEIKEI シラバス作成の手引き 

・2024、2025年度シラバス 

・大阪成蹊短期大学教育実習成績評価要項、大阪成蹊短期大学栄養教育実習成績評価要項 

 

 

５  取り組み上の課題 

 

成績評価ガイドライン、シラバス作成の手引き、シラバスについて、例年、各プロジェクトチーム

を中心に丁寧に見直しを行っており、今後も継続していくとともに、学修成果をより適切に測るため

に、各科目で活用しているルーブリックについて、授業評価アンケートや成績分布等のデータをもと

に学生状況の変化に対応した見直しを図り、改善・工夫していくことが必要である。 

令和５年度、令和６年度ともに、非常勤教員連絡会を実施している。令和７年度は、新任のみ対面

実施としており（経験者は書類送付）、今後も状況に応じて、オンラインを含めてさまざまな方法で

連携していくことが必要である。 
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Ⅳ 教職員組織（基準項目④） 

 

１ 教員の配置の状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科、栄養学科ともに、教職課程認定基準（平成 13年７月 19日教員養成部会決定、一部

改訂令和４年 11月 25日版）で定められた必要専任教員数を充足している。 

 

(2) 長所・特色 

教職課程審議会において、次年度の開講計画策定時に各学科からの報告に基づき、基準を満たして

いるか確認をしている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・令和７年度教職課程教員配置表 

 

 

２ 教員の業績等 

 

 (1) 状況説明 

各学科の教員配置はカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づいて、学科の教

育目標を達成するために必要な専任教員及び非常勤教員としている。専任教員、非常勤教員の配置に

ついては、学科コア科目は原則専任教員が担当することとし、その他の科目について専任教員でカバ

ーできない場合に、本学の資格審査を経た非常勤教員を配置することとしている。 

令和元年度より専任教員の「新たな教員評価制度」を立ち上げ、５年サイクルでの業績評価を行う

システムを運用している。３年目の中間審査、５年目の期末審査により教員の指導力の向上を図って

いる。 

非常勤教員の選定に当たっては、候補者の学位、教育研究業績、経歴等に関する書類審査を行い、

学科長、学長面接を経て、非常勤教員として適格と判断したものを採用している。 

 

 (2) 長所・特色 

幼児教育学科、栄養学科ともに、専任教員について、毎年提出を求めている教育研究業績書及び目

標設定に基づいた教員評価票により、担当授業科目に関する研究実績の状況、担当教員の学校現場等

での実務経験の状況等を確認している。また、非常勤教員に関して継続する際においても、履歴書、

教育研究業績書の更新を求めており、教育研究実績の状況を確認している。 

 

 (3) 根拠となる資料・データ等 

・令和７年度教職課程教員配置表 

・教員調書（履歴書、教育研究業績書） 

  ・大阪成蹊学園大学教員業績等評価指針 
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３ 職員の配置状況 

 

 (1) 状況説明 

教職管理部及び、教務部、教育保育実習支援センター、教職キャリアセンター、音楽教育センター

を設置し、教職希望学生の支援に必要な職員数を配置している。 

 

(2) 長所・特色 

教育保育実習支援センターでは、実習の円滑な実施を目指し、実習先との連絡・調整や事務処理、

各教育委員会との連携、合同就職説明会の企画・開催及び実習先への就職支援を行っている。また、

教職キャリアセンターでは、教育現場や教育行政での経験を教員採用試験対策に生かして、アドバイ

スできるスタッフが常駐して学生を支援している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等  

 ・学園組織図（2025年４月１日現在） 

・センター(教育・研究、教育・研究を支える支援体制) 

 https://tandai.osaka-seikei.jp/education/center/ 

 

 

４ FD・SDの実施状況 

 

 (1) 状況説明 

これまで本学では、組織的な教学改革、授業運営、授業方法等をテーマに全教職員対象の FD、SDを

実施しており、参加率はほぼ 100％である。これらに加え、令和４年度より、教職課程を設置してい

る幼児教育学科と栄養学科の専任教員を対象に教員の養成に関する FD研修を実施している。 

また､FD活動の一環でより良い授業実践の構築のため､前期、後期の一定期間に授業参観の強化期間

を設け､期間中教員は､学科を横断した専任・非常勤教員の授業を参観することとしている。参観した

授業の担当者へ報告書(コメント)を提出することとし、授業実践の向上を図っている。例年 100件近

い報告書が提出されており、令和７年度においては、67件の報告書が提出された。 

 

(2) 長所・特色 

本学及び学園全体としての FD、SDを年間通して計画的に実施している。令和７年度においては、全

学的な FD研修として、授業運営・授業方法、アセスメント、学生指導、コンプライアンス、研究等を

テーマに計 12 回実施した。また各部署で企画する FSD 研修も適宜実施し、教職員はそれらの研修参

加後に研修報告書を提出している。 

また、アクティブラーニングを中心とする授業手法を学び合う学習会等、資質・能力を高める有志

による研修の機会も設けている。これらの研修は、教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を

身につける一助にもなっている。 

  教職課程の FD 研修として令和７年度は教職課程審議会としての重点的取り組みとして、アクショ

ンプランを策定し、その充実を図った。過年度より継続実施してきたオンライン方式の教員の養成に

関する FD研修に加え、教職課程の動向についての研修を対面で実施した。 

https://tandai.osaka-seikei.jp/education/center/
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(3) 根拠となる資料・データ等 

・2025年度短期大学 FD研修開催計画、FD研修参加状況 

・2025年度教職課程 FD研修実施要領 

・2025年度授業公開実施（授業公開強化週間）案内、授業参観のコメント 

 

 

５ 授業評価アンケートの実施状況 

 

(1) 状況説明 

本学では、教学改善のための授業評価アンケートを全学年全科目で各期末に行っている。アンケー

トでは、学生の授業満足度等を５点満点で採点するほか、記述式により授業への要望を集めている。

科目別の集計結果を担当者本人に返却し、その結果に基づき「授業実施報告書」を提出させ、個々の

授業改善を行っている。 

 

(2) 長所・特色 

各教員に科目別の集計結果を返却するとともに、学園の教学改革会議「授業評価アンケートプロジ

ェクト」により、授業評価アンケートの全体結果を分析し、教授会及び FD研修会で分析結果を発表し

ている。その分析結果を個々の授業科目の見直しにつなげているほか、学生の授業満足度の高い教員

への表彰制度も設けている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・教学改善のための授業評価アンケート報告書（2025年度 FD研修資料） 

・授業実施報告書 

・大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学授業実践等に関する表彰規程 

 

 

６  取り組み上の課題 

 

個々の授業の質的向上に向けて、授業評価アンケートにおける設問の内容を教育改善に資するもの

に洗練させていく必要がある。 

また、本学における教員養成を取り巻く環境の変化及び教員を目指す学生の多様化など、学生の変

化にも柔軟に対応できるように、教職課程や学生指導を対象とした FD研修のテーマに工夫を凝らし機

会を設けていくなど、引き続き研修体制を充実させる必要がある。 
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Ⅴ 情報公表（基準項目⑤） 

 

１ 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２条の２のうち関連部分、教育職員免

許法施行規則第２２条の６に定められた情報公表の状況 

 

(1) 状況説明 

学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２条の２のうち関連部分、教育職員免

許法施行規則第２２条の６に定められた情報については、本学ホームページ上に掲載し、公表してい

る。 

学校教育法施行規則第１７２条の２のうち関連部分についての情報は、本学ホームページにおいて

以下の内容を公表している。 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、入学者受

入れに関する方針に関すること 

②教育研究上の基本組織に関すること 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職

者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

⑧授業料、入学金その他の大学が徴収する費用に関すること 

⑨大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

 

また、教育職員免許法施行規則第２２条の６に定められた情報公表については、本学ホームページ

に「教職課程に関する情報」として、以下について掲載し、公表している。 

①教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画 

②教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業

科目 

③教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画 

④卒業者の教員免許状の取得の状況 

⑤卒業者の教員への就職の状況 

⑥教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組 

 

(2) 長所・特色 

教職課程に関する情報について、ホームページに「教職に関する情報」として集約して掲載し、わ

かりやすく公表している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

  ・大阪成蹊短期大学ホームページ 

   https://tandai.osaka-seikei.jp/ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/


22 

 

  ・教職課程に関する情報（情報公開） 

   https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/ 

 

 

２ 学修成果に関する情報公表の状況 

 

(1) 状況説明 

卒業者の教員免許の取得者数については、学科ごとに取得免許の種類と人数をホームページで公表

している。また、卒業者の教員への就職の状況については、学科ごとに採用区分とともに就職者数を

ホームページで公表している。 

前項の基準項目⑤-1 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２条の２のうち

関連部分、教育職員免許法施行規則第２２条の６に定められた情報公表の状況説明の「⑥学修の成果

に係わる評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること」として GPA制度を導入し、学

生の学修状況の把握・分析、学修・履修指導、成績優秀者への表彰等に GPA を活用している。成績評

語、点数、グレードポイント（GP）及び評価規準を全学共通で定めており、履修の手引きや、ホーム

ページ上で公表している。 

 

(2) 長所・特色 

本学では、学生の学修成果の獲得状況を客観的に数値化して比較するために GPA制度を導入し、学

業成績優秀者表彰の候補者選出と表彰を行っている。また毎年、幼児教育学科と栄養学科の卒業者数、

幼稚園教諭二種免許状と栄養教諭二種免許状の取得状況及び教員への就職の状況について集計した

結果を本学ホームページで公開している。 

２回生では、卒業作品や卒業論文を発表する機会を設けている。幼児教育学科、栄養学科ともに、

学生の学修成果を「制作部門」「発表部門」及び「卒業論文・レポート部門」の部門別に優秀な作品を

選考している。令和６年度まで栄養学科では、卒業作品展を行い学内外の方を招待し、卒業作品への

評価を依頼していた。両学科ともに卒業式・学位記授与式において表彰している。 

その他、「人間力を育む 読書コンクール」「ビブリオバトル」「めざせ Maestro！大阪成蹊学園ピア

ノコンペティション」「大阪成蹊カップ プレゼンテーション大会」「小論文コンテスト」を開催し、学

生の学修成果を質的に把握することに努めている。例年多数の学生が参加しており、令和７年度は延

べ 1804 名の学生がこれらの大会に参加した。いずれの大会の結果もホームページやインスタグラム

を通して公表している。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・卒業者の教員免許状の取得の状況(情報公開、教職課程に関する情報） 

 https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_5.pdf 

・卒業者の教員への就職状況(情報公開、教職課程に関する情報） 

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_6.pdf 

・成績評価と GPA換算方式（成績の評価:履修科目の単位認定と試験、2024年度履修の手引き、pp.7、

2025年度履修の手引き、pp.7） 

・大阪成蹊短期大学 GPA 制度に関する規程（2024 年度履修の手引き、pp.69-70、2025 年度履修の

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/
https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_5.pdf
https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/pdf/kyoshoku_6.pdf
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手引き、pp.60-61） 

・幼児教育学科卒業論文集 

・栄養学科卒業作品展作品集 

・学内各種コンペティション結果報告（大阪成蹊短期大学ホームページ） 

https://tandai.osaka-seikei.jp/ 

 

 

３ 教職課程の自己点検・評価に関する情報公表の状況 

 

(1) 状況説明 

令和６年度に実施した教職課程の自己点検・評価の結果をまとめ、報告書として本学ホームページ

上に公表している。今後、自己点検・評価を継続して行い、報告書を公表する。 

 

(2) 長所・特色 

特記事項なし。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・大阪成蹊短期大学ホームページ（情報公開） 

 https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/ 

 

 

４  取り組み上の課題 

 

教員の養成に係る教育の質の向上への取り組みについて、社会的要請の変化、多様化する学生への

対応など外部環境の変化にともない、継続して見直していく必要がある。 

  

https://tandai.osaka-seikei.jp/disclosure/
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Ⅵ 教職指導（学生の受け入れ・学生支援）（基準項目⑥） 

 

１ 教職課程を履修する学生の確保に向けた取組の状況 

 

 (1) 状況説明 

大学案内やホームページ、学科広報のパンフレットや SNSにおいて、教職課程における学びに関す

る情報提供を積極的に行っている。またオープンキャンパス等においても「教員相談」のコーナーを

設置し、教職課程に関する相談・情報提供を行っている。学生募集に際しては、教員養成の目標に照

らし、アドミッション・ポリシー（学位授与の方針）に方針を明記して学生を受け入れている。また、

学生募集要項等にもアドミッション・ポリシー（学位授与の方針）を記載し、オープンキャンパスで

は、担当教員及び教職課程を履修した卒業生から、教職課程の魅力を紹介する機会を設けて、学生確

保に向けて取り組んでいる。 

 

(2) 長所・特色 

毎年、10 回以上のオープンキャンパスを開催するなか、令和７年度は通常オープンキャンパス 12

回開催した。 

そこでは教職課程を含む教育課程や資格取得等について、丁寧なガイダンスを行い、相談も受け付

けている。加えて、オープンキャンパスを補完する個別相談会を別日程で開催し、令和７年度は８回

実施した。また、併設女子高校生徒と保護者向けには、一般のオープンキャンパスとは別日程で、大

学教育学部と同時開催している。毎年多数の生徒が併設女子高校から内部進学している。入学者の４

人に１人は内部進学者が占めている。 

また学科 SNS担当教員が、日々の学生の学修状況や学科の様子を発信することで、より魅力ある学

科紹介を行うことができ、学生確保に寄与できている。令和 7年度年度の投稿数は 208件、累計投稿

数は、985件にのぼっている。 

  

(3) 根拠となる資料・データ等 

 ・大阪成蹊短期大学大学案内 2024 

・大阪成蹊短期大学ホームページ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/ 

・幼児教育学科ホームページ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/lp/infant/ 

・栄養学科ホームページ 

https://tandai.osaka-seikei.jp/lp/nutrition/ 

  ・幼児教育学科広報パンフレット  

 

 

２ 学生に対する履修指導の実施状況 

 

(1) 状況説明 

入学時には、オリエンテーションを行い、教職課程の履修内容の概要について履修指導を行って

https://tandai.osaka-seikei.jp/
https://tandai.osaka-seikei.jp/lp/infant/
https://tandai.osaka-seikei.jp/lp/nutrition/
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いる。各学期末に「教職履修カルテ」による学修の振り返りを行うとともに、２年間の学びの集大

成である「教職実践演習」授業の中で、「教職履修カルテ」を活用した学びの確認と課題発見を促す

指導を行っている。 

 

(2) 長所・特色 

幼稚園教諭にとって必要なピアノ技術の習得のために、88 室のピアノ個人練習室を設置しており、

個別に常時練習できる環境を整えている。学習支援や学生が気軽に質問できる「オフィスアワー」の

時間を各専任教員が設けており、学生の要望に応じて個別に対応している。 

また、教職課程においては、学修の履歴が分かる「教職履修カルテ」を準備し、学生自身が履修経

過を確認できるようにしている。個別支援の必要な学生には、所属学科の教員が学生支援課と連携を

取りながら、個々の学生に応じた対応をとっている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

  ・2024、2025年度シラバス 

・教職履修カルテ 

 

 

３ 学生に対する進路指導の実施状況 

 

(1) 状況説明 

就職部、教職キャリアセンターなどの事務部門を設置し、学生に教職への入職に関する情報を効

果的に提供している。 

教員養成を主たる目的とする幼児教育学科では、実習先と連携し、合同就職説明会を実施してい

る。その実施方法については、学生の進路選択の幅を広げ、多様な選択肢を提示する機会となるよ

う、例年、教育保育実習支援センター・就職部・学科委員で十分に検討し、就職先とのマッチング

を重視したキャリア支援に寄与している。 

栄養学科では、正規の栄養教諭としての採用枠が少ないことや、教員採用試験までに専門科目の

履修が終了していないこと等から、栄養教諭免許状を取得しても、卒業時には栄養士としての就職

を目指す学生が多い。しかしながら、栄養士として経験を積んだ後には、栄養教諭として働くこと

を希望する学生は多い状況にある。 

就職部では学科別に就職担当者を配置し、一人当たり年 8.4回の個別面談を行うなど、学生の就

職支援体制を構築している。教職キャリアセンターと音楽教育センターでは、公立学校・幼稚園へ

の就職試験対策として公立対策講座を開講し、学生へのキャリア支援を実施している。学科では、

就職部と連携し、学生のニーズに応じた採用情報の提供や、教職キャリアセンター主催の就職試験

対策講座及び公立幼保 SPI 対策講座、音楽教育センター主催の公立幼保就職試験対策音楽実技交流

会等の活用を積極的に推奨している。 

 

(2) 長所・特色 

幼児教育学科では、就職率 100％を目指して就職部と積極的に連携行い、幼稚園や保育所等の新た

な就職先の開拓を行っている。学生の進路希望に合わせ、求人票の掲示やパンフレットの設置等によ
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る採用情報の提供や、教職キャリアセンターでのサポートを案内している。１回生後期の時点で、就

職活動についてのガイダンスを行い、２回生に進学した時点でスムーズに就職活動をスタートできる

体制となっている。６月には、「合同就職説明会」を実施し、多数の幼稚園・保育所、施設等の就職に

関する説明を一度に聞ける機会を設けている。例年、状況に応じて日程や実施方法の見直しを行って

おり、令和 7年度は、１回目を３月末に、２回目を６月に実施した。また、私立幼稚園・保育所等の

団体が主催する「就職フェア」等の情報についても適宜周知している。 

栄養学科では、栄養士として働いた後に栄養教諭として働くことを希望する学生が多いことから､

栄養教諭の講師募集の情報を卒業後も継続して提供する等、栄養教諭を目指す卒業生への情報提供

や相談等を随時行っている。また、教員免許を取得後に栄養教諭免許状の取得を希望して本学に入

学した学生や、教員採用試験の受験を目指す学生については、教職キャリアセンターと連携して教

員試験対策講座の受講を勧めるなどサポートをしている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・就職状況進捗管理表（幼児教育学科） 

・合同就職説明会実施要項及び実施後の就職状況 

・2024年度採用試験対策講座実施計画（キャンパスガイドブック 2024、p.41） 

  ・2024年度公立幼保就職試験対策 音楽実技交流会実施要項 

  ・公立幼保 SPI対策講座時間割（令和６年度教職キャリアセンター春期集中講座時間割） 

 

 

４  取り組み上の課題 

 

年々四年制大学進学の傾向が高まってきており、学生をいかに確保できるかが課題となっている。

それに対して、今後の学生確保に向けて、魅力ある学科の構築や、これまでのホームページ、インス

タグラムだけでなく、Tik Tok、You Tubeなどを活用した情報発信も進めている。 

幼児教育学科では、「教職履修カルテ」について、１回生では、クラスアドバイザーに提出をし、履

修状況を確認して学生に返却している。２回生では、「教職実践演習」の授業時に提出し、成績発表時

に返却している。栄養学科では、成績発表の日や「栄養教育実習事前事後指導」の時間等に「教職履

修カルテ」を記入して提出し、担当教員が履修状況を確認している。今後は、紙ベースから電子デー

タ化への移行を検討していきたい。 

教員養成を主たる目的とする幼児教育学科において、就職活動に積極的な学生は、早期に自己の

進路を明確に決定し、内定を獲得しているが、一方では履修単位の不足における教育実習等の再実

習や学修意欲の低下等で、就職活動に意欲的でない学生への対応が課題となっている。就職部担当

者や学科教員が、何度も面談を行い、支援しながら就職へとつないでいる現状がある。学修や実習

への意欲が低下し、免許取得辞退を考える学生も少数ながら増えてきており、卒業を第一にした科

目履修への支援も必要となっている。 
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Ⅶ 関係機関等との連携（基準項目⑦） 

 

１ 教育委員会や各学校法人との連携・交流等の状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科では、実習依頼園等を招いての就職説明会を実施している。また、令和７年度は、

関連教育機関を本学に招聘し、大阪成蹊学園コンサートと情報交換会を開催し、関連教育機関との

連携・情報共有に努め、学生指導の充実につなげた。併せて、学科教員は大阪、兵庫、京都、滋賀､

奈良の近畿各府県の私立幼稚園連盟、私立保育所連盟等によって開催される研究懇親会等に参加し､

連携・交流を図り、現場と養成校において保育者養成の課題を共有している。 

栄養学科では、「教育課程論」の授業担当を現職の小学校教員が担い、具体的な実践を取り上げた

内容の授業を行った。 

 

(2) 長所・特色 

各団体との連携を積極的に行っている。幼児教育学科では実習依頼園などの関連教育機関を招聘し

ての音楽コンサートを開催し、その後情報交換を行い、本学園とのより良い関係づくりを継続してい

る。 

また、栄養学科では学生が夏季休暇中に、学校教育活動サポーター制度に登録し、小学校でボラン

ティアとして、給食指導の支援等を行った。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・合同就職説明会実施要項 

・招聘行事案内状 

・「教育課程論」シラバス 

・学生スクールサポーター募集案内（高槻市教育委員会） 

 

 

２ 教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況 

 

(1) 状況説明 

幼児教育学科では教育実習前に学生に、各園の教育方針や実習時での留意点等の内容について、実

習園で事前オリエンテーションを行っている。また、園の要請に応じて、行事へのボランティア活動

に学生が参加している。附属園においては、本学教員が、英語や造形・幼児体育の保育活動、個別支

援が必要な園児への見立て、保護者面談や教員への研修を行うなど、附属園としての有為性を特色に

している。 

また、栄養教諭の養成では、学校現場での給食管理や食に関する指導について理解を深めることを

目的として、１回生時の栄養士免許取得のための「給食管理校外実習」をできる限り学校給食施設で

実施する機会を提供できるよう､栄養教育実習先の学校や教育委員会等と連携・協力し､実施している。 
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(2) 長所・特色 

教育実習中、学科教員が実習先を訪問し、実習先での学生の状況把握や実習生からの聞き取りを通

して、学生の学修状況を確認している。実習先訪問を通して、学生が意欲的に「教育実習」を行える

ような体制を整えると同時に、実習先との良好な関係構築を図っている。 

特に教員の養成を主たる目的とする幼児教育学科では、「教育実習」後は、実習園からの要請に応じ

て、行事や保育補助等のサポートなど、希望する学生へのアナウンスを行っている。積極的に学生が

園児とふれあう経験を通して自信につなげることをねらいに、学科の授業の中で、学生と園児が交流

できる機会も設けている。 

また、本学附属幼稚園と幼児教育学科教員が共同で「保育研究会」を組織し、研究討議の場を設け

ている。共同で研究をすすめ、附属幼稚園の保育の質の向上に寄与している。園児の実態に沿った研

究テーマで年３回研究会を実施しており、そのうち 11 月の研究会においては公開保育を実施し、実

際の保育活動を参観し、その後検討会で意見交換を行っている。本学教員による専門的知識と附属幼

稚園教員からの保育の現状を共通理解することで、日々の豊かな保育活動や学生指導に繋げることが

できている。継続的な協力・連携が、本学と幼稚園相互に有意義なものとなっている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

  ・こみち幼稚園連携事業報告書 

  ・こみちスポーツクラブの案内（指導のねらい） 

  ・「給食管理校外実習」一覧、「栄養教育実習」一覧 

  ・保育研究会案内文書 

 

 

３ 学外の多様な人材の活用状況 

 

 (1) 状況説明 

「キャリアベーシック」などの共通科目、「教育実習事前事後指導」「保育・教職実践演習（幼稚園）」

「学校栄養教育論」等の学科科目において、教育現場で活躍されている人材をゲストスピーカーとし

て招聘している。栄養学科専門科目の「給食管理演習」では学校給食センターへの見学を実施し、栄

養教諭から給食管理業務について学ぶ機会としている。また、実務経験を有する教員が担当する科目

は、シラバスにその内容を明示している。 

 

 (2) 長所・特色 

教育現場で活躍されている方の実践を交えた講演会は、幼児教育学科及び栄養学科の学生にとって

大変有意義な時間となっている。また、給食センターへの見学は、給食管理の実際を学ぶ貴重な機会

となり、学修を実践につなげることができる機会となっている。 

 

(3) 根拠となる資料・データ等 

・2025年度シラバス 
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４  取り組み上の課題 

 

学生にとっては、実習先や教育委員会､各種地域団体と関わる機会は、大変有意義なものであり、

本学の教育力の質の向上に向けても良好な連携関係を継続していく必要がある。学外連携授業で

は、現場の学びにつながる講師の人選や日程調整が、授業時間との兼ね合いもあり課題となるが、

学生が現場で園児等とふれあい、就職への不安を解消し、期待や自信につなげるためにも重要な役

割を担っており、創意、工夫した取組が引き続き必要である。 
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第３章 総合評価 

 

 本学の教職課程を有する学科は幼児教育学科と栄養学科の２学科である。幼児教育学科では、幼稚園

教諭二種免許状が取得できる課程を設置し、栄養学科では栄養教諭二種免許状が取得できる課程を令和

７年度まで設置している。両学科とも本学全体の教職課程設置の理念や教員養成の目標に従って、目指

す教師像を示している。 

教職課程における全学的な組織として、「教職課程審議会」を組織し、定期的に開催する会議で、教職

課程に係る規定の制定及び改定、教育実習参加判定、教職科目の開設状況や教員配置の確認など、教職

課程全般に関わる各種審議を執り行っている。また、事務組織としては教職管理部、教務部、教育保育

実習支援センターを中心に、全学的に教職課程の質の保証や改善に取り組んでいる。これらの組織は有

機的に接続され、それぞれの役割と機能は十分に達成されている。 

本学の教職課程の自己点検・評価では、教職課程の質保証のためのガイドライン検討会議よりガイド

ラインとして示された点検・評価項目①教育理念・学修目標、②授業科目・教育課程の編成実施、③学

修成果の把握・可視化、④教職員組織、⑤情報公表、⑥教職指導(学生の受け入れ・学生支援)、⑦関係

機関等との連携の７項目に基づき、基準及び観点を参照しつつ点検・評価を行った。 

 自己点検・評価項目を根拠資料・データ(エビデンス)に基づき点検したところ、いずれの項目におい

ても質的保障が担保できていると確認できた。前回自己点検・評価では①現状に則した「教員の養成の

目標及び当該目標を達成するための計画」、②今後の入学生の変化や教育課程の改正に応じた教育課程

及び授業内容の継続した見直し、③学修成果の把握・可視化推進のためのルーブリックの見直しと改善、

④教員養成を取り巻く環境の変化に対応するための FD 研修体制の充実などの課題を挙げていた。今年

度はその中の、①「教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画」について、検証と見直しを

経て、今年度に改訂を行った。②の教育課程及び授業内容の継続した見直しについては、幼児教育学科

教育課程の改正を今年度実施した。今後も改善に向けた検討を行っていく。③と④の課題については、

今年度はアクションプランを策定し、重点的に取り組んだ。③の学修成果の把握・可視化推進のための

ルーブリックの見直しと改善については、教職課程各科目の見直しと改善を推進し、その状況を取りま

とめた。④の教員養成を取り巻く環境の変化に対応する FD 研修の充実の課題については、今年度は従

来から実施していたオンライン研修に加えて対面研修を実施し、その充実を図ることができた。今後更

なる改善への検証と検討を継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

第４章 「教職課程自己点検・評価報告書」作成プロセス 

 

教職課程審議会において、教職課程自己点検・評価の目的及び点検・評価資料の作成について共通理

解を得た上で作業を開始した。 

 

第 1段階:令和５年度「教職課程自己点検・評価報告書」を基に、令和７年６月から今年度の状況を踏

まえて各項目の点検を行った。各項目の改善点、課題点への対応を教職程程審議会で協議

した。 

第２段階：各項目に必要なエビデンスをまとめる。 

第３段階：点検を経て、今年度報告書を取りまとめ、教職課程審議会で報告書確定に向けた協議を教

職課程審議会で行い、「教職課程自己点検・評価報告書」を完成させる。 

第４段階：学長の承認を得る。 

第５段階：教授会へ報告する。 

第６段階：学外へ公表する。 
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第５章 現況基礎データ一覧                

令和 7年 5月 1日現在 

設置者 

学校法人大阪成蹊学園 

大学・学部名称 

大阪成蹊短期大学 

学科やコースの名称 

幼児教育学科、栄養学科 

1 卒業者数、教員免許取得者数、教員採用者数等                 

①  昨年度卒業者数 217 

②  ①のうち、就職者数 

（企業、公務員等を含む） 

205 

③  ①のうち、教員免許取得者の実数 

（複数免許取得者も 1 と数える） 

150 

④  ②のうち、教職に就いた者の数 

（正規採用＋臨時的任用の合計数） 

86 

④のうち、正規採用者数 85 

④のうち、臨時的任用者数 1 

２ 教員組織 
   

 教授 准教授 講師 助教 その他（兼担・非常勤講師） 

教員数※ 4 6 3  9 

                               

※教職課程を担当する教員数 


